
   
平成２１年度介護報酬改定により追加された 
加算等の内容について 

 
 平成２１年４月以降において、介護報酬の改定が行われる予定となっておりますが、現

段階で国から示されている、新たに設けられている加算及び減算や従来からある加算にお

いて、算定要件が一部改定されている項目について次ページ以降にまとめてありますので

御確認ください。 
 
なお、次ページ以降の内容については、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（平

成 21年 2月 19日開催）で示された「改正案」を基に作成しています。 
 

【次ページ以降の見方】 
（１） ○○○○○○ 【○○○○○】 
 
別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定○○

○○○事業所において、・・・ 
枠がないものについては下記の改正案を参照 
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平成２１年３月１６日掲載 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準     （平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）

介護予防サービスであれば、 
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 （平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）

厚生労働大臣が定める基準  （平成十二年厚生省告示第二十五号） 

厚生労働大臣が定める者等  （平成十二年厚生省告示第二十三号） 

厚生労働大臣が定める施設基準  （平成十二年厚生省告示第二十六号） 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 
（平成１８年３月３１日老計発第 0331005号 老振発第 0331005号 老老発第 0331018号） 



１．認知症対応型通所介護 
 
（１） 若年性認知症利用者受入加算 【新加算項目】 
 
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所にお

いて、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第２条第６号に規

定する初老期における認知症によって法第７条第３項に規定する要介護者となった者をい

う。以下同じ。）に対して、指定認知症対応型通所介護を行った場合には、若年性認知症

利用者受入加算として、１日につき60単位を所定単位数に加算する。 

 

 

若年性認知症利用者受入加算 
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用

者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 
（２） 栄養改善加算 【名称変更・算定要件が一部改正（下線部分）された項目】 
 
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態

にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を

目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状

態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「栄養改善サービス」

という。）を行った場合は、栄養改善加算として、３月以内の期間に限り１月に２回を限

度として１回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始か

ら３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービス

を引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定する必要と認め

られる利用者については、引き続き算定することができる。 

イ  管理栄養士を１名以上配置していること。 

ロ  利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配

慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ  利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っていると

ともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

ニ  利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

ホ  別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 
 受け入れた若年性認知症利用者（施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症に

よって法第七条第三項に規定する要介護者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定め

ていること。 



所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護

費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」とい

う。）第六号に規定する基準（利用者の数が市町村長に提出した運営規程に定められてい

る利用定員を超えること、看護・介護職員の員数が基準省令で定める員数を置いていない

こと。）のいずれにも該当しないこと。 

 

栄養改善加算の取扱い 
①  栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマ

ネジメントの一環として行われることに留意すること。 

②  管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。 

③  栄養改善加算を算定できる利用者は、以下のイからニのいずれかに該当する者など低

栄養状態にある者又はそのおそれがある者であって、栄養改善サービスの提供が必要と

認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが一八・五未満である者 

ロ 一～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につい

て」（平成十八年六月九日老発〇六〇九〇〇一厚生労働省老健局長通知）に規定する

基本チェックリストのNo.11の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が三・五g/dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（七五％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当

するかどうか、適宜確認されたい。 

・  口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）、

(14)、(15)のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・  生活機能の低下の問題 

・  褥瘡に関する問題 

・  食欲の低下の問題 

・  閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する（16）、(17)の

いずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・  認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（18）、(19)、(20)のい

ずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・  うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）から(25)の項目におい

て、二項目以上「１」に該当する者などを含む。） 

④  栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下

「関連職種」という。）が暫定的に、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配



慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」とい

う。）を行い、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべ

き栄養管理上の課題等に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養

ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対

象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通

所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を認知症対応型通所介護計画の中に

記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものと

すること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供するこ

と。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三か

月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を担当介護支援専

門員や利用者の主治の医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生

労働省令第三十四号）第六十一条において準用する第二十条に規定するサービスの提

供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を

定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利

用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑤  概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継

続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると

認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

 
（３） 口腔機能向上加算 【算定要件が一部改正（下線部分）された項目】 
 
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が

低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上

を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関

する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認

められるもの（以下この注において「口腔機能向上サービス」という）を行った場合は、

口腔機能向上加算として、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき 150
単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用

者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行う

ことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。 
イ  言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 
ロ  利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指

導計画を作成していること。 
ハ  利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職

員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録

していること。 
ニ  利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 



ホ  別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。 
 
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 
 通所介護費等算定方法第六号に規定する基準（利用者の数が市町村長に提出した運営規

程に定められている利用定員を超えること、看護・介護職員の員数が基準省令で定める員

数を置いていないこと。）のいずれにも該当しないこと。 

 

口腔機能向上加算の取扱い 
① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 
② 言語聴覚土、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うもの 
であること。 
③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者

であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 
イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目のいずれかの項目において「1」
以外に該当する者 
ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する（１３）、（１４）、（１５）の三項目のうち、
二項目以上が「1」に該当する者 
ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 
④ 利用者の口腔の状態によっては、口腔機能向上サービスによるよりも、医療における

対応がより適切である場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通

して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じること

とする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当

する場合にあっては、加算は算定できない。 
イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 
ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合
であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の

指導若しくは実施」を行っていない場合 
⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 
ロ 利用開始時に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職
種の者（以下「関連職種」という。）が利用者ごとの口腔清潔、摂食・嚥下機能に関す

る解決すべき課題の把握を行い、関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した

口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画につ

いては、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意

を得ること。なお、認知症対応型適所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に

相当する内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって

口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 
ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士等が利用者ごとに口腔機能向上サー



ビスを提供すること。その際、口腔機能改善計画に実施上の問題点があれば直ちに当

該計画を修正すること。 
ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概
ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果を担当居宅介護支援員や主治の

医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 
ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第六十一条におい
て準用する第二十条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能

改善管理計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期

的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口

腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 
⑥ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ、ロのいずれかに該当する者であって、継続的に

歯科衛生士等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認

められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 
イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態 
の者 
ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく低下するおそれのある者 

 
（４） サービス提供体制強化加算 【新加算項目】 
 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、

利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、 

１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 

 
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の介護職員の総数（共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあ

っては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老

人福祉施設の介護職員の総数を含む。）のうち、介護福祉士の占める割合が百分の

四十以上であること。 

（２） 通所介護費等算定方法第六号に規定する基準（利用者の数が市町村長に提出した

運営規程に定められている利用定員を超えること、看護・介護職員の員数が基準省

令で定める員数を置いていないこと。）のいずれにも該当しないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応



型通所介護事業所の指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数

（共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症

対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定

地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の認知症対応型共同生活

介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又

は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を直接提供する職員の総数を含む。）

のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 

（２） イ（２）に該当するものであること。 

 

サービス提供体制強化加算の取扱い 
① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（三月を除く。）

の平均を用いることとする。ただし、平成二十一年度の一年間及び平成二十二年度以降

の前年度の実績が六月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を

含む。）については、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出し

た平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者に

ついては、四月目以降届出が可能となるものであること。なお、介護福祉士又は介護職

員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程

を修了している者とすること。 

② ①のただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員

の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合に

ついては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一

の５（加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い）の届出を提出しなければならな

い。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的に

は、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日

時点で勤続年数が三年以上である者をいう。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営

する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接

提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

⑤ 指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、

介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

⑥ 同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行っている場合に

おいては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 



２．介護予防認知症対応型通所介護 
 
（１）若年性認知症利用者受入加算 【新加算項目】 

 
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所において、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

第２条第６号に規定する初老期における認知症によって法第７条第４項に規定する要支援

者となった者をいう。以下同じ。）に対して、指定介護予防認知症対応型通所介護を行っ

た場合には、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき60単位を所定単位数に加算

する。 

 

 

１．認知症対応型通所介護 
「（１）若年性認知症利用者受入加算 【新加算項目】」についてを参照 

 
（２） 栄養改善加算 【算定要件が一部改正（下線部分）された項目】 
 
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態

にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を

目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状

態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「栄養改善サービス」

という。）を行った場合は、栄養改善加算として、１月につき150単位を所定単位数に加算

する。 

イ  管理栄養士を１名以上配置していること。 

ロ  利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配

慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ  利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っていると

ともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

ニ  利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

ホ  別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 
 受け入れた若年性認知症利用者（施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症に

よって法第七条第四項に規定する要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定め

ていること。 



※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 
通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準（利用者の数が市町村長に提出した運営

規程に定められている利用定員を超えること、看護・介護職員の員数が基準省令で定める

員数を置いていないこと。）のいずれにも該当しないこと 

 

１．認知症対応型通所介護 
「（２）栄養改善加算 【名称変更・算定要件が一部改正（下線部分）された項目】」につ

いてを参照 

 
（３） 口腔機能向上加算 【算定要件が一部改正（下線部分）された項目】 
 
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が

低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上

を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関

する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認

められるもの（以下この注において「口腔機能向上サービス」という）を行った場合は、

口腔機能向上加算として、１月につき 150単位を所定単位数に加算する。 
イ  言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 
ロ  利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指

導計画を作成していること。 
ハ  利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職

員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録

していること。 
ニ  利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 
ホ  別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所であるこ

と。 
 
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 
 通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準（利用者の数が市町村長に提出した運営

規程に定められている利用定員を超えること、看護・介護職員の員数が基準省令で定める

員数を置いていないこと。）のいずれにも該当しないこと。 

 

１．認知症対応型通所介護 
「（３）口腔機能向上加算 【算定要件が一部改正（下線部分）された項目】」についてを

参照 

 
 
 



（４） サービス提供体制強化加算 【新加算項目】 
 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 

 
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の介護職員の総数（共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあ

っては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老

人福祉施設の介護職員の総数を含む。）のうち、介護福祉士の占める割合が百分の

四十以上であること。 

（２） 通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準（利用者の数が市町村長に提出し

た運営規程に定められている利用定員を超えること、看護・介護職員の員数が基準

省令で定める員数を置いていないこと。）のいずれにも該当しないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数

（共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症

対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定

地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の認知症対応型共同生活

介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又

は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を直接提供する職員の総数を含む。）

のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 

（２） イ（２）に該当するものであること。 

 

１．認知症対応型通所介護 
「（４）サービス提供体制強化加算 【新加算項目】」についてを参照 

 


